
　※　震災・原子力発電所事故の影響により避難されている方は、最寄りのハローワークにてご確認ください。

　離職後、すみやかにあなたの住所又は居所を管轄するハローワークへ、次のものをお持ちになって求職
の申し込みをしてください。
　なお、主として県内の別のハローワークで求職活動を行う方は、ご相談ください。

１．離職票－１　→　氏名や口座番号などを記入してください。（下の記入例を参照）ただし、個人番号欄はハローワークに
　　　　　　　　　来所してから、窓口でご本人様が記載してください。下記３の書類を必ず持参してください。
２．離職票－２
３．次の①個人番号及び②身元（実在）確認書類をお持ちください。
　①個人番号確認書類（いずれか１種類）
　　マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項証明書）
　②身元（実在）確認書類（⑴のうちいずれか１種類。⑴の書類をお持ちでない方は、⑵のうち異なる２種類（コピー不可））
　　⑴運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書（写真付き）など
　　⑵公的医療保険の資格確認書（有効な被保険者証も可）、年金手帳など
４．本人の印鑑（認印可・スタンプ印以外）
５．写真１枚（たて３㎝×よこ2.4㎝程度の正面上半身のもの）

65歳を超えて雇用されている方（高年齢被保険者）又は任意加入の高年齢被
保険者が離職し、働く意志と能力があるにもかかわらず職業に就くことがで
きない状態の時に、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。

い わ き

小 名 浜

いわき市（小名浜所、勿来所の
管轄区域を除く）

いわき市のうち植田町、中岡町、後田町、
仁井田町、高倉町、江畑町、添野町、石塚町、
東田町、佐糠町、岩間町、金山町、小浜町、
錦町、錦町中央、勿来町、川部町、沼部町、
瀬戸町、三沢町、山玉町、山田町、富津町、
南台、遠野町、田人町

支払い方法は未登録です。

R07.3作成



離職前1年間に、離職日から１か月ごとに区切っていった
期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある
月が6か月以上あること

失業の認定

自己都合で退職された方
は１か月（３か月）間失業
給付金は支給されません。


